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し
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二
章
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別
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号
様
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改
正
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か
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施
行
す
る
。
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の
規
則
の
施
行
の
際
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こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
別
記
第
六
号
様
式

か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
、
第
十
二
号
様
式
及
び
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も

の
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所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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京
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日
か
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行
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行
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項
た
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書
に
規
定
す
る
改
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定
の
施
行
の
際
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
東
京
都
建
築
士
法
施
行
細
則
別
記
第
一
号
書
式
及
び
第
一
号
書
式
の
二
に
よ
る
用
紙

で
、
現
に
残
存
す
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も
の
は
、
所
要
の
修
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を
加
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、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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化
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の
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守
点
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等
に
関
す
る
規
則
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一
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を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
号

東
京
都
浄
化
槽
の
保
守
点
検
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
浄
化
槽
の
保
守
点
検
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中

「

大
個

腸
個

菌
個

群
／

数
㎖

」
を

「

大
Ｃ

腸
Ｆ

菌
Ｕ

数
／

ま
㎖

」
に
、
「大

腸
菌
群
数
は

」
を
「大

腸
菌
数
は

」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
浄
化
槽
の
保
守
点
検
等
に
関
す
る

規
則
別
記
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
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八
十
五
号
、
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
告

示
第
七
百
二
十
八
号
、
昭
和
五
十
七
年

東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
九
号
、
昭
和

六
十
年
東
京
都
告
示
第
五
百
四
十
六
号
、

昭
和
六
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
二
十

一
号
、
平
成
四
年
東
京
都
告
示
第
五
百

五
十
六
号
、
平
成
四
年
東
京
都
告
示
第

九
百
三
号
、
平
成
七
年
東
京
都
告
示
第

千
百
八
号
、
平
成
十
年
東
京
都
告
示
第

九
百
五
十
九
号
、
平
成
十
一
年
東
京
都

告
示
第
百
三
十
号
、
平
成
十
二
年
東
京

都
告
示
第
千
六
十
八
号
、
平
成
十
七
年

東
京
都
告
示
第
九
百
九
十
七
号
、
平
成

十
八
年
東
京
都
告
示
第
四
百
十
三
号
、

平
成
二
十
三
年
東
京
都
告
示
第
二
百
七

十
五
号
、
平
成
二
十
五
年
東
京
都
告
示

第
千
三
百
七
十
二
号
、
平
成
二
十
八
年

東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
三
号
及
び

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
三
百
一
号
の

う
ち
錦
町
五
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業

地
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
八
十
号

武
蔵
野
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

武
蔵
野
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

武
蔵
野
都
市
計
画
下
水
道
事
業
武
蔵
野
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
年
四
月
十
二
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
一
年
建
設
省
告
示
第
千
二
百
六
十
二

号
立
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

立
川
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

立
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
立
川
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
一
年
八
月
十
一
日
か
ら
令
和
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

�
昭
和
三
十
一
年
建
設
省
告
示
第
千
二
百

六
十
二
号
、
昭
和
三
十
六
年
建
設
省
告

示
第
八
百
十
六
号
、
昭
和
三
十
六
年
建

設
省
告
示
第
千
三
百
三
十
八
号
、
昭
和

三
十
七
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
三
十

二
号
、
昭
和
四
十
一
年
建
設
省
告
示
第

千
八
十
八
号
、
昭
和
四
十
二
年
建
設
省

告
示
第
千
二
百
四
号
、
昭
和
四
十
六
年

東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
七
号
、
昭
和

五
十
年
東
京
都
告
示
第
百
九
号
、
昭
和

五
十
二
年
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
八

号
、
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
告
示
第
千

京
都
告
示
第
七
百
二
十
四
号
東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

江
戸
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
十
三
号
江
戸

川
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
五
月
十
四
日
か
ら
令
和
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

�

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
七
百
二
十
四

号
及
び
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
百
十

四
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
江
戸
川
区
江

戸
川
四
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を

変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
年
建
設
省
告
示
第
四
百
三
十
六
号
八

王
子
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

八
王
子
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

八
王
子
都
市
計
画
下
水
道
事
業
八
王
子
市

公
共
下
水
道
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同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

府
中
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

府
中
都
市
計
画
下
水
道
事
業
府
中
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
九
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
令
和

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
告
示
第
百
五
十
八
号
昭

島
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

昭
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

昭
島
都
市
計
画
下
水
道
事
業
昭
島
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
八
年
二
月
十
二
日
か
ら
令
和
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

青
梅
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

青
梅
都
市
計
画
下
水
道
事
業
青
梅
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

�

昭
和
四
十
八
年
東
京
都
告
示
第
百
二
十

三
号
、
昭
和
五
十
二
年
東
京
都
告
示
第

五
百
四
十
号
、
昭
和
五
十
三
年
東
京
都

告
示
第
千
三
十
八
号
、
昭
和
五
十
六
年

東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
二
号
、
昭
和

五
十
九
年
東
京
都
告
示
第
三
百
三
号
、

昭
和
六
十
一
年
東
京
都
告
示
第
二
百
八

十
六
号
、
平
成
三
年
東
京
都
告
示
第
三

百
三
十
四
号
、
平
成
九
年
東
京
都
告
示

第
百
六
十
九
号
、
平
成
十
三
年
東
京
都

告
示
第
百
四
十
七
号
、
平
成
十
九
年
東

京
都
告
示
第
二
百
九
十
九
号
、
平
成
二

十
五
年
東
京
都
告
示
第
四
十
五
号
及
び

平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
四
百
八

十
九
号
の
事
業
地
の
う
ち
今
井
二
丁
目
、

今
井
四
丁
目
及
び
今
井
五
丁
目
各
地
内

に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示
第
三
千
二
十
八
号

府
中
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
五
年
建
設
省
告
示
第
三
十
三
号
三
鷹

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

三
鷹
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

三
鷹
都
市
計
画
下
水
道
事
業
三
鷹
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
五
年
一
月
十
二
日
か
ら
令
和
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
告
示
第
百
二
十
三
号
青

梅
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
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号
小
平
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

小
平
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

小
平
都
市
計
画
下
水
道
事
業
小
平
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
五
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
令
和

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
八
十
四

号
日
野
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

日
野
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

日
野
都
市
計
画
下
水
道
事
業
日
野
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
町
田
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
九
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
告
示
第
二
千
六
百
八
十

号
小
金
井
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

小
金
井
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

小
金
井
都
市
計
画
下
水
道
事
業
小
金
井
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
令
和
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
五

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
告
示
第
四
千
百
四
十
号

調
布
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

調
布
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

調
布
都
市
計
画
下
水
道
事
業
調
布
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
二
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示
第
三
千
三
百
五
十

七
号
町
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市
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項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
告
示
第
百
三
十
五
号
福

生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

福
生
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

福
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
福
生
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
二
月
七
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
四

号
調
布
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

狛
江
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

調
布
都
市
計
画
下
水
道
事
業
狛
江
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
四
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
令
和

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

一

施
行
者
の
名
称

国
分
寺
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

国
分
寺
都
市
計
画
下
水
道
事
業
国
分
寺
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
七
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
告
示
第
百
一
号
国
立
都

市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

国
立
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

国
立
都
市
計
画
下
水
道
事
業
国
立
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
六
年
二
月
二
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
告
示
第
九
十
六
号
東
村

山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

東
村
山
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
村
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
東
村
山
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
一
年
二
月
七
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
告
示
第
百
九
十
八
号
国

分
寺
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
三
号

立
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

武
蔵
村
山
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

立
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
武
蔵
村
山
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
九
月
十
二
日
か
ら
令
和
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
五
十
年
東
京
都
告
示
第
二
十
七
号
多
摩
都

市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

多
摩
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

多
摩
都
市
計
画
下
水
道
事
業
多
摩
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
年
一
月
十
三
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

清
瀬
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
村
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
清
瀬
市
公

共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
一
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
令
和

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示
第
三
千
三
百
六
十

五
号
東
村
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し

た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

東
久
留
米
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
村
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
東
久
留
米

市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
九
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
六
号

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
告
示
第
八
十
七
号
立
川

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

東
大
和
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

立
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
東
大
和
市
公

共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
一
年
二
月
二
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
六
号
東

村
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
告
示
第
六
十
三
号
西
東

京
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

西
東
京
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

西
東
京
都
市
計
画
下
水
道
事
業
西
東
京
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
一
月
十
九
日
か
ら
令
和
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
九
十
七

号
福
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

瑞
穂
町

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

福
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
瑞
穂
町
公
共

下
水
道

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

羽
村
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

福
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
羽
村
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
三
月
十
三
日
か
ら
令
和
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
四

号
秋
多
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

あ
き
る
野
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

秋
多
都
市
計
画
下
水
道
事
業
あ
き
る
野
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
五
十
六
年
東
京
都
告
示
第
千
九
十
九
号
多

摩
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

稲
城
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

多
摩
都
市
計
画
下
水
道
事
業
稲
城
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
六
年
十
月
十
七
日
か
ら
令
和
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
六
号

福
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。
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三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
十
二
日
か
ら
令
和
十

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

�

平
成
二
十
七
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百

二
十
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
北
区
赤
羽

西
一
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変

更
す
る
。

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
六
号

平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
五
号
（
東
京
都
建
築
基
準

法
施
行
細
則
に
よ
る
建
築
設
備
概
要
書
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

別
記
第
一
号
そ
の
一
中

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

世
田
谷
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
百
二
十
五
号
線
及
び
区
画
街
路

世
田
谷
区
画
街
路
第
六
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
年
八
月
十
三
日
か
ら
令
和
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

�

平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
千
六
十
三

号
の
事
業
地
の
う
ち
、
世
田
谷
区
上
野

毛
二
丁
目
及
び
玉
川
一
丁
目
各
地
内
を

変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

　

�

平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
千
六
十
三

号
の
事
業
地
の
う
ち
、
世
田
谷
区
上
野

毛
二
丁
目
及
び
玉
川
一
丁
目
各
地
内
を

削
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
七
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百
二
十
号

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

北
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
区
画
街
路
北
区

画
街
路
第
三
号
線
及
び
幹
線
街
路
補
助
線

街
路
第
百
五
十
七
号
線

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
五
年
東
京
都
告
示
第
三
百
八
号
秋
多

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

日
の
出
町

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

秋
多
都
市
計
画
下
水
道
事
業
日
の
出
町
公

共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
千
六
十
三
号
東
京

都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
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改
め
、
同
様
式
そ
の
二
中

「避雷設備

【
‐

規
格
の

場
合
】

外
部

保
護

シ
ス

テ
ム

は
設
計

ど
お

り
施

工
し

て
い

る
。

写
真

・
デ

ー
タ

【
‐

規
格
の

場
合

】
外

部
保

護
シ

ス
テ
ム

の
構

成
部

材
が

全
て

良
好
な

状
態

に
あ

り
、

設
計

ど
お

り
の

機
能

を
満

た
し

て
い
る

。
【

‐
規

格
の

場
合
】
高
さ

を
超
え

る
部

分
が
保

護
角

内
に

収
ま

り
、
接

地
極

が
地
下

以
上

の
深

さ
に

埋
設

さ
れ

、
規
定

の
接

地
抵

抗
値

以
下

で
あ
る

。
写

真
・
デ

ー
タ

【
‐

規
格
の

場
合
】
避
雷

導
線

か
ら

以
内
に

あ
る

金
属

体
ア
ン

テ
ナ
、
高
架
タ

ン
ク

等
は
電

気
的

に
接

続
さ
れ

て
い
る

。
【

―
規

格
の

場
合

】
簡

略
法

の
場

合
は
鉄

筋
、

鉄
骨

と
の

溶
接

が
規
定

ど
お

り
施

工
さ

れ
て

い
る

。
写

真

その他

外
壁

部
で

「
延

焼
の
お

そ
れ
の

あ
る

部
分
」

に
設
け

ら
れ
る

換
気

設
備
の

開
口
部

に
防
火

設
備

Ｆ
Ｄ
等

が
設

け
ら

れ
て

い
る

。

換
気

、
空

調
ダ

ク
ト

に
設

け
る

防
火
ダ

ン
パ

ー
が

防
火

区
画

等
の
貫

通
部

に
取

り
付

け
ら

れ
て
い

る
。

」
を

「避雷設備

被
保

護
建

築
物

等
の

雷
保

護
レ

ベ
ル
に

従
っ

て
、

外
部

雷
保

護
シ
ス

テ
ム

が
設

置
さ

れ
て

い
る
。

被
保

護
建

築
物

等
が

保
護

範
囲

内
に
入

る
よ

う
に

受
雷

部
シ

ス
テ
ム

が
設

置
さ

れ
て

い
る

。
写

真

引
下

げ
導

線
シ

ス
テ

ム
と

受
雷

部
シ
ス

テ
ム

、
接

地
極

シ
ス

テ
ム
が

電
気

的
に

接
続

さ
れ

て
い
る

。
写

真

引
下

げ
導

線
シ

ス
テ

ム
が

保
護

レ
ベ
ル

に
応

じ
た

平
均

間
隔

に
配
置

さ
れ

て
い

る
。

接
地

極
シ

ス
テ

ム
が

設
計

通
り

に
施
工

さ
れ

て
い

る
。

写
真

外
部

雷
保

護
シ

ス
テ

ム
が

規
定

の
材
料

で
、

最
小

寸
法

を
満

た
し
て

い
る

。

」
に

改
め
、
同
様
式
そ
の
三
中

「その他

防
火

ダ
ン

パ
ー

の
構

造
は

、
日

本
防
排

煙
工

業
会

の
自

主
適

合
マ
ー

ク
等

に
よ

り
確

認
し

て
い
る

。

防
火
ダ
ン
パ
ー
の
付
近
の
天
井
面
に
は
保
守
点
検
の
た
め
の
点
検
口

□
以
上

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

防
火
戸
、
ダ
ン
パ
ー
、
可
動
た
れ
壁
に
連
動

す
る

感
知

器
が

規
定
の

位
置

に
設

け
ら

れ
、

作
動
す

る
。

写
真

・
デ

ー
タ

配
管

、
ダ

ク
ト

、
配

線
等

が
防

火
区
画

等
を

貫
通

す
る

際
に

、
防
火

措
置

を
講

じ
て

い
る

。
写

真

和
風

便
器

、
阻

集
器

が
防

火
区

画
の
床

を
貫

通
す

る
際

に
、

耐
火
被

覆
等

の
防

火
措

置
を

講
じ
て

い
る

。

階
建
て

以
上

の
建

築
物

に
設
け

ら
れ
る

直
通

階
段

屋
内

、
屋

外
に

直
接

面
し

た
部

分
に
換

気
設
備

の
開

口
部

が
設

け
ら

れ
て

い
な

い
。

屋
外

避
難

階
段

か
ら

未
満
に

換
気
設

備
の

開
口

部
が

設
け

ら
れ
て

い
な

い
。

屋
外

階
段

の
正

面
、

屋
外

避
難

階
段
か

ら
周

囲
範
囲

の
給

湯
器
は

扉
内

型
で

あ
る

。

」
を

「

防災設備

排
煙

設
備

の
種

類
自

然
排

煙
・

機
械

排
煙

・
送

風
機

を
設

け
た

排
煙

・
加

圧
防

排
煙

・
告

示

排
煙

機
の

予
備

電
源

等
の

種
類

発
電

機
・

モ
ー

タ
ー

併
用

エ
ン
ジ

ン
・

非
常

用
照

明
装

置
の

予
備

電
源

の
種

類
電

池
内

蔵
・

電
源

別
置

・
蓄

電
池

併
用

発
電

機
・

非
常

用
進

入
口

の
赤

色
灯

あ
り

・
な

し

避
雷

設
備

‐

受
雷

部
シ

ス
テ

ム

受
雷

部
配

置
回

転
球

体
法

・
保

護
角

法
・

メ
ッ

シ
ュ

法

受
雷

部
構

成
突

針
・

水
平

導
体

・
メ

ッ
シ

ュ
導

体

引
下

げ
導

線
シ

ス
テ

ム

引
下

げ
構

成
専

用
引

下
げ

・
構

造
体

利
用

・
金

属
工

作
物

代
用

水
平

環
状

導
体

な
し

・
あ

り
：

導
体

施
設

・
あ

り
：

構
造

体
使

用

接
地

シ
ス

テ
ム

Ａ
型

接
地

極
放

射
状

・
垂

直
・

板
状

Ｂ
型

接
地

極
環

状
・

網
状

・
基

礎

構
造

体
利

用
接

地
極

‐

受
雷

部
突

針
・

む
ね

上
げ

導
体

・
突

針
む

ね
上

げ
導

体
併

用

引
下

げ
導

線
避

雷
導

線
・

簡
略

法
鉄

骨
溶

接
・

鉄
筋

溶
接

接
地

極
銅

板
・

棒
材

質
外

径
長

さ
・

省
略

延
焼

の
お

そ
れ

の
あ

る
部

分
の

措
置

・
鋼

製
ベ

ン
ト

キ
ャ

ッ
プ

φ
以

下
・

防
火

区
画

貫
通

部
に

お
け

る
防

火
ダ

ン
パ

ー
の

種
類

温
度

ヒ
ュ

ー
ズ

・
連

動
ダ

ン
パ

ー
煙

感
知

器
・

熱
感

知
器

防
火

戸
等

の
閉

鎖
方

式
の

種
類

階
段

区
画

等
常

閉
・

連
動

煙
感

知
器

面
積

区
画

常
閉

・
連

動
温

度
ヒ

ュ
ー

ズ
・

煙
感

知
器

・
熱

感
知

器

異
種

用
途

区
画

常
閉

・
連

動
煙

感
知

器

ケ
ー
ブ
ル
・
冷
媒
配
管
等
の
防
火
区
画
貫
通
部
の
措
置

大
臣

認
定

工
法

認
定

番
号

・
施

行
令

・
告

示

建
築

基
準

法
に

基
づ

く
中

央
管

理
室

あ
り

・
な

し

」
を

「

避難施設等

排
煙
設
備
の
種
類

自
然
排
煙
・
機
械
排
煙
・
送
風
機
を
設
け
た
排
煙
・
加
圧
防
排
煙
・
告
示

排
煙
機
の
予
備
電
源
等
の
種
類

発
電
機
・

モ
ー
タ
ー
併
用
エ
ン
ジ
ン
・

非
常
用
照
明
装
置
の
予
備
電
源
の
種
類

電
池
内
蔵
・
電
源
別
置
・
蓄
電
池
併
用
発
電
機
・

非
常
用
進
入
口
の
赤
色
灯

あ
り
・
な
し

避雷設備

雷
保
護
レ
ベ
ル

Ⅰ
・

Ⅱ
・

Ⅲ
・

Ⅳ

受
雷
部
シ
ス
テ
ム

構
成

突
針
・
水
平
導
体
・
メ
ッ
シ
ュ
導
体

受
雷
部
配
置

回
転
球
体
法
・
保
護
角
法
・
メ
ッ
シ
ュ
法

側
壁
受
雷
部

な
し
・
あ
り

屋
上
突
角
部
、

縁
部
の
保
護

な
し
・
あ
り
（
導
線
に
よ
る
対
策
・
突
針
に
よ
る
対
策
）

引
下
げ
導
線
シ
ス
テ
ム

引
下
げ
構
成

専
用
引
下
げ
・
構
造
体
利
用
・
金
属
工
作
物
代
用

水
平
環
状
導
体

な
し

・
あ
り
（
導
体
施
設

・
構
造
体
使
用
）

接
地
極
シ
ス
テ
ム

Ａ
型
接
地
極

放
射
状
・
垂
直
・
板
状

Ｂ
型
接
地
極

環
状
・
網
状
・
基
礎

構
造
体
利
用
接
地
極

その他

延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
の
措
置

・
鋼
製
ベ
ン
ト
キ
ャ
ッ
プ

φ
以
下

・

防
火
区
画
貫
通
部
に
お
け
る
防
火
ダ
ン
パ
ー
の
種
類

温
度
ヒ
ュ
ー
ズ
・
連
動
ダ
ン
パ
ー

煙
感
知
器
・
熱
感
知
器

防
火
戸
等
の
閉
鎖
方
式
の
種
類

階
段
区
画
等

常
閉
・
連
動

煙
感
知
器

面
積
区
画

常
閉
・
連
動

温
度
ヒ
ュ
ー
ズ
・
煙
感
知
器
・
熱
感
知
器

異
種
用
途
区
画

常
閉
・
連
動

煙
感
知
器

ケ
ー
ブ
ル
・
冷
媒
配
管
等
の
防
火
区
画
貫
通
部
の
措
置

大
臣
認
定
工
法

認
定
番
号

・
施
行
令
・
告
示

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
中
央
管
理
室

あ
り
・
な
し

」
に

改
め
る
。

別
記
第
一
号
の
二
そ
の
一
中

「

厨
房
の
排
水
設
備
に
は
グ
リ
ー
ス
阻
集
器
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

」
を

「

厨
房
の
排
水
設
備
に
は
グ
リ
ー
ス
阻
集
器
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

写
真

」
に
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「その他

外
壁

部
で

「
延

焼
の

お
そ

れ
の

あ
る

部
分

」
に

設
け

ら
れ

る
換

気
設

備
の

開
口

部
に

防
火

設
備

Ｆ
Ｄ

等

が
設

け
ら

れ
て

い
る

。

換
気

、
空

調
ダ

ク
ト

に
設

け
る

防
火
ダ

ン
パ

ー
が

防
火

区
画

等
の
貫

通
部

に
取

り
付

け
ら

れ
て
い

る
。

防
火

ダ
ン

パ
ー

の
構

造
は

、
日

本
防
排

煙
工

業
会

の
自

主
適

合
マ
ー

ク
等

に
よ

り
確

認
し

て
い
る

。

防
火
ダ
ン
パ
ー
の
付
近
の
天
井
面
に
は
保
守
点
検
の
た
め
の
点
検
口

□
以
上

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

防
火
戸
、
ダ
ン
パ
ー
、
可
動
た
れ
壁
に
連
動

す
る

感
知

器
が

規
定
の

位
置

に
設

け
ら

れ
、

作
動
す

る
。

写
真

・
デ

ー
タ

配
管

、
ダ

ク
ト

、
配

線
等

が
防

火
区
画

等
を

貫
通

す
る

際
に

、
防
火

措
置

を
講

じ
て

い
る

。
写

真

和
風

便
器

、
阻

集
器

が
防

火
区

画
の
床

を
貫

通
す

る
際

に
、

耐
火
被

覆
等

の
防

火
措

置
を

講
じ
て

い
る

。

階
建
て

以
上

の
建

築
物

に
設
け

ら
れ
る

直
通

階
段

屋
内

、
屋

外
に

直
接

面
し

た
部

分
に
換

気
設
備

の
開

口
部

が
設

け
ら

れ
て

い
な

い
。

屋
外

避
難

階
段

か
ら

未
満
に

換
気
設

備
の

開
口

部
が

設
け

ら
れ
て

い
な

い
。

屋
外

階
段

の
正

面
、

屋
外

避
難

階
段
か

ら
周

囲
範
囲

の
給

湯
器
は

扉
内

型
で

あ
る

。

」
に

改
め
る
。

別
記
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記

第
３

号

建
築

設
備

概
要

書

区
分

概
要

避雷設備

雷
保

護
レ

ベ
ル

Ⅰ
・

Ⅱ
・

Ⅲ
・

Ⅳ

受
雷

部
シ

ス
テ

ム

構
成

突
針

・
水

平
導

体
・

メ
ッ

シ
ュ

導
体

受
雷

部
配

置
回

転
球

体
法

・
保

護
角

法
・

メ
ッ

シ
ュ

法

側
壁

受
雷

部
な

し
・

あ
り

屋
上

突
角

部
、

縁
部

の
保

護
な

し
・

あ
り

（
導

線
に

よ
る

対
策

・
突

針
に

よ
る

対
策

）

引
下

げ
導

線
シ

ス
テ

ム
引

下
げ

構
成

専
用

引
下

げ
・

構
造

体
利

用
・

金
属

工
作

物
代

用

水
平

環
状

導
体

な
し

・
あ

り
（

導
体

施
設

・
構
造

体
使

用
）

接
地

極
シ

ス
テ

ム

Ａ
型

接
地

極
放

射
状

・
垂

直
・

板
状

Ｂ
型

接
地

極
環

状
・

網
状

・
基

礎

構
造

体
利

用
接

地
極

その他

非
常

用
照

明
装

置
の

予
備

電
源

の
種

類
電

池
内

蔵
・

電
源

別
置

・
蓄

電
池

併
用

発
電

機
・

非
常

用
進

入
口

の
赤

色
灯

あ
り

・
な

し

注
意

概
要

欄
の

う
ち

、
該
当

す
る

事
項

を
○

で
囲

み
、

適
宜

必
要

事
項

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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「電気関係

受
電
盤
、
制
御
盤
、
操
作
盤
等
の
取
付
状
況
は
支
障
が
な
く
、
絶
縁
抵
抗
値
は
適
切
で
あ
る
。

デ
ー
タ

配
電
線
、
給
電
線
、
照
明
電
飾
等
の
取
付
状
況
等
支
障
が
な
く
、
接
地
抵
抗
値
は
適
切
で
あ
る
。

デ
ー
タ

被
保
護
建
築
物
等
の
雷
保
護
レ
ベ
ル
に
従
っ
て
、
外
部
雷
保
護
シ
ス
テ
ム
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

被
保
護
建
築
物
等
が
保
護
範
囲
内
に
入
る
よ
う
に
受
雷
部
シ
ス
テ
ム
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

写
真

引
下
げ
導
線
シ
ス
テ
ム
と
受
雷
部
シ
ス
テ
ム
、
接
地
極
シ
ス
テ
ム
が
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
る
。

写
真

引
下
げ
導
線
シ
ス
テ
ム
が
保
護
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
平
均
間
隔
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

接
地
極
シ
ス
テ
ム
が
設
計
通
り
に
施
工
さ
れ
て
い
る
。

写
真

外
部
雷
保
護
シ
ス
テ
ム
が
規
定
の
材
料
で
、
最
小
寸
法
を
満
た
し
て
い
る
。

」
に

改
め
、
同
様
式
そ
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
記
第
四
号
中

「避雷設備

【
‐

規
格
の

場
合
】

外
部

保
護

シ
ス

テ
ム

は
設
計

ど
お

り
施

工
し

て
い

る
。

写
真

・
デ

ー
タ

【
‐

規
格
の

場
合
】

外
部

保
護

シ
ス

テ
ム

の
構
成

部
材

が
全

て
良

好
な

状
態
に

あ
り
、

設
計

ど
お

り
の

機
能

を
満

た
し

て
い
る

。

【
‐

規
格
の

場
合
】
高
さ

を
超
え

る
部

分
が
保

護
角

内
に

収
ま

り
、
接

地
極

が
地
下

以
上

の
深

さ
に

埋
設

さ
れ

、
規
定

の
接

地
抵

抗
値

以
下

で
あ
る

。
写

真
・
デ

ー
タ

【
‐

規
格
の

場
合
】
避
雷

導
線

か
ら

以
内
に

あ
る

金
属

体
ア
ン

テ
ナ
、
高
架
タ

ン
ク

等
は
電

気
的

に
接

続
さ
れ

て
い
る

。

【
‐

規
格
の

場
合
】

簡
略

法
の

場
合

は
鉄

筋
、
鉄

骨
と

の
溶

接
が

規
定

ど
お
り

施
工
さ

れ
て

い
る

。
写

真

」
を

「避雷設備

被
保

護
建

築
物

等
の

雷
保

護
レ

ベ
ル
に

従
っ

て
、

外
部

雷
保

護
シ
ス

テ
ム

が
設

置
さ

れ
て

い
る
。

被
保

護
建

築
物

等
が

保
護

範
囲

内
に
入

る
よ

う
に

受
雷

部
シ

ス
テ
ム

が
設

置
さ

れ
て

い
る

。
写

真

引
下

げ
導

線
シ

ス
テ

ム
と

受
雷

部
シ
ス

テ
ム

、
接

地
極

シ
ス

テ
ム
が

電
気

的
に

接
続

さ
れ

て
い
る

。
写

真

引
下

げ
導

線
シ

ス
テ

ム
が

保
護

レ
ベ
ル

に
応

じ
た

平
均

間
隔

に
配
置

さ
れ

て
い

る
。

接
地

極
シ

ス
テ

ム
が

設
計

通
り

に
施
工

さ
れ

て
い

る
。

写
真

外
部

雷
保

護
シ

ス
テ

ム
が

規
定

の
材
料

で
、

最
小

寸
法

を
満

た
し
て

い
る

。

」
に

改
め
る
。

　

別
記
第
五
号
そ
の
二
及
び
別
記
第
六
号
そ
の
二
中

「その他

落
下
防
止
柵
・
網
、
三
角
部
保
護
板
等
の
取
付
状
況
に
問
題
が
な
い
。

転
落
防
止
策
、
進
入
防
止
用
仕
切
板
及
び
誘
導
柵
は
適
切
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
等
と
の
連
動
停
止
の
作
動
は
適
切
で
あ
る
。

速
度
、
荷
重
試
験
の
数
値
は
適
切
で
あ
る
。

デ
ー
タ

」
を

「その他

交
差
部
固
定
保
護
板
、
交
差
部
可
動
警
告
板
、
誘
導
柵
、
進
入
防
止
用
仕
切
板
等
の
取
付
状
況
に
問

題

が
な
い
。

写
真

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
等
と
の
連
動
停
止
の
作
動
は
適
切
で
あ
る
。

速
度
、
荷
重
試
験
の
数
値
は
適
切
で
あ
る
。

デ
ー
タ

」
に

改
め
る
。

　

別
記
第
七
号
そ
の
一
中

「電気関係

受
電
盤
、
制
御
盤
、
操
作
盤
等
の
取
付
状
況
は
支
障
が
な
く
、
絶
縁
抵
抗
値
は
適
切
で
あ
る
。

デ
ー
タ

避
雷
設
備
の
取
付
状
況
等
支
障
が
な
い
。

写
真
・
デ
ー
タ

配
電
線
、
給
電
線
、
照
明
電
飾
等
の
取
付
状
況
等
支
障
が
な
く
、
接
地
抵
抗
値
は
適
切
で
あ
る
。

デ
ー
タ

」
を
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そ

の
３

ウォータースライドを除く

乗物関係

客
席

部
分

の
取

付
状

況
等

に
支

障
が
な

い
。

客
席

部
分

に
お

け
る
側
壁

等
、

施
錠
戸

の
取

付
け

等
に

支
障

が
な
い

。

客
席

部
分

に
お

け
る
シ
ー

ト
ベ

ル
ト
等

の
取

付
け

等
に

支
障

が
な
い

。

客
席

部
分

に
お

け
る
手
す

り
等

の
取
付

け
等

に
支

障
が

な
い

。

客
席

部
分

を
固

定
す

る
設

備
の

取
付
状

況
に

支
障

が
な

い
。

令
和

２
年

国
土

交
通

省
告

示
第

号
に

基
づ

き
、

乗
客

の
手

足
と

周
辺

の
障

害
物

が
接

触
し

な
い

。

又
は

、
接

触
し

て
も

負
傷

し
な

い
よ
う

に
対

策
が

行
わ

れ
て

い
る
。

台
車

・
車

輪
装

置
の

取
付

状
況

等
に
支

障
が

な
い

。

乗
物

引
上

金
具

・
車

両
連

結
器

等
の
取

付
状

況
等

に
支

障
が

な
い
。

油圧装置・空圧装置・揚水装置

油
圧

装
置

・
空

圧
装

置
・

揚
水

装
置
の

取
付

状
況

等
に

支
障

が
な
い

。

油
圧

装
置

・
空

圧
装

置
・

揚
水

装
置
か

ら
の

漏
れ

、
さ

び
、

異
音
等

が
な

い
。

油
圧

装
置

・
空

圧
装

置
・

揚
水

装
置
の

運
転

状
況

は
良

好
で

あ
る
。

安
全

弁
の

作
動

、
油

温
保

持
の

状
況
に

支
障

が
な

い
。

揚
水

ポ
ン

プ
の

電
動

機
の

作
動

試
験
は

適
切

で
あ

る
。

デ
ー

タ

ア
ク

チ
ュ

エ
ー

タ
ー

離
脱
防
止

装
置

の
取

付
状

況
等

に
支
障

が
な
い

。

配
管

は
漏

れ
、

腐
食

が
な

く
取

付
状
況

に
支

障
が

な
い

。

機
器

及
び

計
器

類
は

正
常

に
作

動
す
る

。

電気設備

受
電

盤
、

制
御

盤
、

操
作

盤
等

の
取
付

状
況

に
支

障
は

な
く

、
絶
縁

抵
抗

値
は

適
切

で
あ

る
。

デ
ー

タ

配
電

線
、

給
電

線
、

照
明

電
飾

等
の
取

付
状

況
等

に
支

障
が

な
く
、

接
地

抵
抗

値
は

適
切

で
あ
る

。
デ

ー
タ

リ
ミ

ッ
ト

ス
イ

ッ
チ

、
セ

ン
サ

ー
の
取

付
状

況
、

動
作

等
を

確
認
し

、
支

障
が

な
い

。

被
保

護
建

築
物

等
の

雷
保

護
レ

ベ
ル
に

従
っ

て
、

外
部

雷
保

護
シ
ス

テ
ム

が
設

置
さ

れ
て

い
る
。

被
保

護
建

築
物

等
が

保
護

範
囲

内
に
入

る
よ

う
に

受
雷

部
シ

ス
テ
ム

が
設

置
さ

れ
て

い
る

。
受

電
部
写

真

引
下

げ
導

線
シ

ス
テ

ム
と

受
雷

部
シ
ス

テ
ム

、
接

地
極

シ
ス

テ
ム
が

電
気

的
に

接
続

さ
れ

て
い
る

。
接

続
部
写

真

引
下

げ
導

線
シ

ス
テ

ム
が

配
置

さ
れ
て

い
る

。

接
地

極
シ

ス
テ

ム
が

設
計

通
り

に
施
工

さ
れ

て
い

る
。

接
地

極
写

真

外
部

雷
保

護
シ

ス
テ

ム
が

規
定

の
材
料

で
、

最
小

寸
法

を
満
た

し
て

い
る

。

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

　

別
記
第
七
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

そ
の

４

ウォータースライドを除く

その他の設備

乗
降

場
・

点
検

用
歩

廊
等

の
取

付
状
況

等
に

支
障
が
な

い
。

安
全

柵
、

整
理

柵
の

取
付

状
況

等
に
支

障
が

な
い
。

運
転

室
は

見
通

し
が

良
い

場
所

に
あ
り

、
乗

降
を
監
視

で
き

る
。

運
転

開
始

、
終

了
を

知
ら

せ
る

装
置
が

あ
り

、
正
常
に

作
動

す
る
。

客
席

又
は

乗
場

に
お

い
て

、
定

員
、
注

意
事

項
等
の
掲

示
が

分
か
り

や
す

い
場

所
に
あ
る

。

非
常

救
出

装
置

の
動

作
が

正
常

に
働
く

。

負
荷

試
験

は
適

切
で

あ
る

。
デ

ー
タ

運
行

管
理

規
程

は
作

成
し

て
あ

る
。

注
意

確
認

し
た

項
目

に
つ

い
て
は

、
項

目
番

号
を
○
で

囲
ん
で

く
だ
さ
い

。

（
日

本
産

業
規
格
Ａ

列
４

番
）
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附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
そ
の
工
事
に
着
手
す
る
建
築

物
の
避
雷
設
備
（
令
和
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
五
十
一
号
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
二
年
建
設

省
告
示
第
千
四
百
二
十
五
号
に
規
定
す
る
構
造
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の

告
示
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
に
よ
る
建
築
設
備
概
要
書
等
別
記
第
一
号
、

別
記
第
一
号
の
二
及
び
別
記
第
三
号
か
ら
別
記
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
に
よ
る
建

築
設
備
概
要
書
等
別
記
第
五
号
及
び
別
記
第
六
号
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要

の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
七
号

令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
三
号
（
東
京
都
環
境
性
能
評
価
書
作
成
基
準
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附　

則

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
環
境
性
能
評
価
書
作
成
基
準
別
記

第
二
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
八
号

令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
四
十
二
号
（
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
二
号
（
東
京
都
マ
ン
シ

ョ
ン
環
境
性
能
表
示
基
準
）
の
一
部
改
正
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

別
表
中

「

建
築

物
評

価
基

準
の
段

階
３
の

う
ち
、
次

の
表
に

掲
げ
る

地
域
区

分
（
指

針
別

表
第
１

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用

の
合

理
化

及
び

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
へ

の
転

換
の

部
建

築
物

の
熱

負
荷

の
低

減
の

項
ア

の
欄

に
規

定
す
る

地
域

区
分

を
い

う
。

以
下

同
じ
。
）

に
応

じ
て

、
外

皮
平

均
熱

貫
流

率
の

値
に

よ
り

次
の

表
の

と
お

り
評

価
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

 

」
を

「

建
築
物
評

価
基
準

の
段
階

３
の

う
ち
、
次

の
表
に

掲
げ
る

地
域

区
分
（
指

針
別
表

第
１

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用

の
合

理
化

及
び

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
へ

の
転

換
の

部
建

築
物

の
熱

負
荷

の
低

減
の

項
ア

の
欄
に

規
定

す
る

地
域

区
分

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
応

じ
て

、
外

皮
平

均
熱

貫
流

率
の

値
に

よ
り

次
の

表
の

と
お

り
評

価
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

 

な
お
、
住

宅
部
分

の
外
壁

、
窓

等
を
通
し

て
の
熱

の
損
失

の
防

止
に
関
す

る
誘
導

基
準

及
び
一
次

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
量

に
関
す
る

誘
導
基

準
第
１

項
⑴

、
⑵
及
び

⑶
イ
に

適
合

す
る
場
合

は
、
外
皮

平
均
熱

貫
流
率
の
値

を
0
.
6
W
/
(
㎡
・
K
)
と
し
て
評
価

を
行
う

こ
と

と
す
る
。

 

 

」
に

改
め
る
。

　
　

附　

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
中
央
区
築
地
五
丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化

合
物
、
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三　

そ
の
他　

こ
の
告
示
に
よ
り
指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
は
、
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項

第
十
一
号
又
は
同
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
。
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41度
14分

27秒
支点

中央区築地四丁目22番

１番15

１番14

１番21

１番22

１番13

１番19

１番17
１番18

１番23

１番10

１番３

１番11

１番9

六丁目2001番1
中央区築地

中央区築地
五丁目1番1

１番24

１番26

１番25

別 図

凡 例

〈格子の回転角度:41度14分27秒〉

格子の回転角度は、支点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線
並びにこれらと平行して10ｍ間隔で引いた線により構成される格子
を、支点を中心として、右回りに回転させた角度を示す。

〈支点〉

支点の位置は、X=-37153.577、Y=-5794.515とする。

筆境界線単位区画線

形質変更時要届出区域調査範囲

頂点1

頂点5
頂点6

頂点7

頂点8

（この告示により指定し、規則第58条
形質変更時要届出区域

第5項第11号に該当する区域）

水面埋立土砂範囲

頂点9

（平成30年東京都告示第832号、平成31年東京都告示第9号及び第661号、
令和元年東京都告示第629号、令和2年東京都告示第738号及び第962
号、令和3年東京都告示第683号　　第1713号　令和4年東京都告示第
1195号、令和5年東京都告示第338号並びに令和6年告示第614号により
指定した区域）

形質変更時要届出区域（規則第58条第5項第11号に該当する区域）

（令和3年東京都告示第683号　　第1713号　令和4年東京都告示第1195
号、令和5年東京都告示第338号並びに令和6年告示第614号により指定
した区域）

頂点12

頂点10
頂点28

頂点13

頂点11

形質変更時要届出区域（規則第58条第5項第12号に該当する区域）
（平成30年東京都告示第832号、令和元年東京都告示第629号、令和2年
東京都告示第738号及び第962号、令和3年東京都告示第683号　　第1713
号　令和4年東京都告示第1195号並びに令和5年東京都告示第338号により
指定した区域）

頂点2

頂点16

頂点17
頂点18

頂点3頂点4

頂点19

頂点20
頂点21

頂点15

※支点及び境界点の座標は、測量法(昭和24年法律第188号)

の規定により、世界測地系座標計算によって作成した。

〈 座標データ 〉

3 -37444.188 -5508.612

1

4 -37444.373 -5519.480

2

7

5

8

6

9

10

-37350.690 -5634.852

-37342.670 -5641.365

-37395.900 -5403.379

-37462.721 -5487.320

-37482.746 -5510.066

-37497.083 -5524.051

-37593.643 -5679.044

-37614.873 -5652.391

頂点 座標X 座標Y

-37681.186 -5914.265

-37763.086 -5816.155

20

-37646.362 -5839.058

-37626.189 -5862.825

-37326.571 -5613.015

-37338.641 -5633.832

-37370.449 -5427.925

-37482.998 -5527.336

-37462.598 -5492.372

-37458.616 -5497.162

頂点 座標X 座標Y

21 -37462.122 -5501.876

18

19

16

17

14

15

12

13

11

（この告示により指定し、規則第58条
形質変更時要届出区域

第5項第12号に該当する区域）

22 -37485.724 -5506.589

23 -37496.858 -5516.486

24 -37496.957 -5519.184

25 -37506.130 -5529.234

26 -37710.044 -5751.313

頂点22
頂点23

頂点24

頂点25

頂点26頂点27

頂点14

27 -37712.290 -5748.751

28 -37765.304 -5813.560

及び
、

、及び

及び 、

北



17 令和7年3月21日（金曜日） （第18268号）東　京　都　公　報

イ　

搾
乳
及
び
繁
殖
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
東
京

都
の
区
域
外
か
ら
移
入
し
た
牛
。
た
だ
し
、
六
箇
月
齢
未
満

の
牛
及
び
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
検
査
を
不
要
と
認
め
た
牛

を
除
く
。

㈣　

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
に
定
め
る
方
法　

四　

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査　

㈠　

実
施
の
目
的

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
の
把
握

㈡　

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置

法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日
に
つ

い
て
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と
す
る
。

㈢　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
死
亡
し
た
牛
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
の
死
体

の
う
ち
、
省
令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る

死
体
。
た
だ
し
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
検
査
を
必
要
と
認
め

た
も
の
に
限
る
。

㈣　

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
に
定
め
る
方
法　
　

五　

馬
伝
染
性
貧
血
検
査　
　
　

㈠　

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
貧
血
の
発
生
の
予
防

㈡　

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日

に
つ
い
て
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

す
る
。

㈢　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
牛
の
う
ち
、
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
検
査
を
必
要
と
認
め
た
も
の

㈣　

検
査
の
方
法

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査

三　

ヨ
ー
ネ
病
検
査

㈠　

実
施
の
目
的

ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
の
予
防

㈡　

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
区
域

実
施
期
日

八
王
子
市
及
び
町

田
市
の
全
域

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

青
ケ
島
村
及
び
小

笠
原
村
の
全
域

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜

保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

た
だ
し
、
右
に
定
め
る
ほ
か
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要

と
認
め
る
場
合
は
、
実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と

し
、
実
施
の
期
日
に
つ
い
て
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
指
定
す
る
日
と
す
る
。

㈢　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

ア　

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
牛
の
う
ち
、
家
畜
伝

染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十

五
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
。
た
だ
し
、
六
箇
月
齢
未

満
の
牛
及
び
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
検
査
を
不
要
と
認
め
た

牛
を
除
く
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
に

対
し
、
家
畜
又
は
そ
の
死
体
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
家
畜
防
疫
員

の
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

ブ
ル
セ
ラ
症
検
査

㈠　

実
施
の
目
的

ブ
ル
セ
ラ
症
の
発
生
の
予
察

㈡　

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日

に
つ
い
て
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と

す
る
。

㈢　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
牛
の
う
ち
、
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
検
査
を
必
要
と
認
め
た
も
の

㈣　

検
査
の
方
法

血
清
抗
体
検
査
及
び
細
菌
学
的
検
査

二　

結
核
検
査

㈠　

実
施
の
目
的

結
核
の
発
生
の
予
察

㈡　

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日

に
つ
い
て
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と
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東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

都
内
全
域

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
豚
及
び
い
の
し
し
の
う

ち
、
家
畜
防
疫
員
が
必
要
と
認
め
る
も
の

四　

実
施
す
る
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五　

注
射
の
方
法

皮
下
又
は
筋
肉
内
注
射

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

路
線
名　
　
　
　
　

千
代
田
練
馬
田
無

二　

供
用
開
始
の
区
間　

�

練
馬
区
中
村
北
一
丁
目
十
一
番
四
地
先
か

ら
同
区
向
山
二
丁
目
八
十
番
一
地
先
ま
で

三　

供
用
開
始
の
概
要　

別
図
表
示
の
と
お
り

四　

供
用
開
始
の
期
日　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と

す
る
。

㈢　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、

き
じ
、
だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥
の
う
ち
、
家
畜

保
健
衛
生
所
長
が
検
査
を
必
要
と
認
め
た
も
の

㈣　

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
、
血
清
抗
体
検
査
及
び
ウ
イ
ル
ス
分
離
検
査

八　

腐
蛆そ

病
検
査

㈠　

実
施
の
目
的

腐
蛆そ

病
の
発
生
の
予
防

㈡　

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日

に
つ
い
て
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と

す
る
。

㈢　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
蜜
蜂
の
う
ち
、
東
京
都

の
区
域
を
越
え
て
移
動
す
る
も
の
及
び
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

検
査
を
必
要
と
認
め
た
も
の

㈣　

検
査
の
方
法

肉
眼
的
検
査
、
ミ
ル
ク
テ
ス
ト
及
び
細
菌
学
的
検
査

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
豚
熱
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
注
射
を

次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と

す
る
。

㈢　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
馬
の
う
ち
、
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
検
査
を
必
要
と
認
め
た
も
の

㈣　

検
査
の
方
法

血
清
抗
体
検
査

六　

豚
熱
検
査

㈠　

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
の
予
察

㈡　

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日

に
つ
い
て
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と

す
る
。

㈢　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
豚
及
び
い
の
し
し
の
う

ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
検
査
を
必
要
と
認
め
た
も
の

㈣　

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
、
血
清
抗
体
検
査
及
び
ウ
イ
ル
ス
分
離
検
査

七　

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
検
査

㈠　

実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
の
発
生
の
予
察

㈡　

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日

に
つ
い
て
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
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一　

路
線
名　
　
　

神
戸
山
多
幸

二　

決
定
の
区
間　

�

神
津
島
村
字
沢
尻
百
三
十
番
地
内
か
ら
同
村
字

滝
川
一
番
地
先
ま
で

三　

決
定
の
概
要　

別
図
表
示
の
と
お
り

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。

神津島村

都
道
神
戸
山
多
幸
線

都道神戸山多幸線

神津島空港

多幸湾前浜

神津島港

沢尻湾

天上山

返浜

神戸山名組湾

長浜

三浦湾

観音浦

高処山

秩父山

鉄砲場

黒島

多幸

沢尻

鍛治山

滝川

神津島村役場

A

A'

区域決定箇所

13.23

12.92

12.67

18.5
8 1
0.
7
4

13
.4
2

10
.9
2

13
.0
9

八
二

八
一

八
〇

七
八

一
七
三

一
三
五

一
三
三

一
三
〇

一
六
八

一
三
六
の
一

四
五
の
一

四
四

五
〇

四
七

四
六

一
六
七

1
1
.
9
8

都道神戸山多幸線

至神戸山

字 長 浜

字 沢 尻

神津島村
字 鍛 治 山

1.79

3.60

6.20

0.946.57

6.68

1.16

1.
04

　
　
神
津
島
村
字
沢
尻
～
字
滝
川

別

 図

　
都
道
神
戸
山
多
幸
線
区
域
決
定
略
図

都
　
　
道

編
入
区
域
（
決
定
区
域
）

　
延
長
　
　
一
、
一
一
六
・
二
七
メ
ー
ト
ル

　
面
積
　
一
三
、
五
六
〇
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル

村
　
　
道

拡大図
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A

A'

B

B'

B

B'

10
.
5
7

12
.7
0

11.39

12.37

12.84

16
.0
8

10
.5
1

11
.4
4 12.45

16.71

12.50

16.91

22.99

10.46

八
八

一
六
七

一
九
三

一
八
八

一
八
五

一
八
二

一
七
九

七
〇

二
五
五

二
五
二二

四
二

一
七
八

一
七
六

二
〇
九
の
一

一
九
五

一
八
八

一
八
七
の
一

六
七六

六

10.66

13.11
15.05

10.57

10.
7
3

8.47

7.65

1
2
.
1
2

11
.1
8

一

二
九
一
の
一

一
〇
〇

九
九

九
四

二
一
四

二
一
三
の
一

二
一
一

二
〇
九

二
〇
四

二
九
三
の
一

都道神戸山多幸線

都
道
神
戸
山
多
幸
線

至鉄砲場

至
前
浜

都道神戸山多幸線

字 鍛 治 山
神津島村

字 沢 尻

字 高 嶺

字 高 嶺

字 鍛 治 山

字 滝 川

神津島村

2.12

5.
27

2.56

1.82

1.25

0.81

1.45

6.
72

6.72

8.03

3.58

1.69

6.50
2.97

4.
33

5.34

0.57

1.35

1.00
0.31

1.56

6.72

1.9
6

8.5
8

7.
47

0.95

拡大図

拡大図

拡大図
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一　

路
線
名　
　
　

神
戸
山
多
幸

二　

変
更
の
区
間　

�

神
津
島
村
字
鍛
治
山
四
十
五
番
一
地
内
か
ら
同

村
字
滝
川
一
番
地
内
ま
で

三　

変
更
の
概
要　

別
図
表
示
の
と
お
り

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

神津島村

都道神戸山多幸線

神津島空港

多幸湾前浜

神津島港

沢尻湾

天上山

返浜

神戸山名組湾

長浜

三浦湾

観音浦

高処山

秩父山

鉄砲場

黒島

多幸

沢尻

鍛治山

滝川

神津島村役場

都
道
神
戸
山
多
幸
線

至 長浜

至 滝川

区域変更箇所①

区域変更箇所②

神津島村

字 鍛 治 山

1
1
0
.
7
4

一
六
八

一
三
六
の
一

四
六

四
五
の
一

四
七

一
六
七

字 沢 尻

都道神戸山多幸線

1
1
.
9
8

19.
97

15.30

4.
92

4.
76

3.
99

1.99

2.28 4.55

1.99

6.00

3.
65

1.30

0.45
1.18 5.0

8

1.33 5.
03

3.57

7.
74

4.
03

5.
22

5.28

3.
59

0.43

5.
19

7.
91

0.65

　
　
神
津
島
村
字
鍛
治
山
～
字
滝
川

別

 図

　
都
道
神
戸
山
多
幸
線
区
域
変
更
略
図

都
　
　
道

編
入
区
域

　
延
長
　
　
　
一
八
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

　
面
積
　
二
、
六
二
一
・
〇
四
平
方
メ
ー
ト
ル
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訓
　
　
　
令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

都

立

高

等

学

校

公
立
中
等
教
育
学
校

公
立
特
別
支
援
学
校

公

立

中

学

校

公

立

小

学

校

公
立
義
務
教
育
学
校

公

立

共

同

調

理

場

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
表
彰
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
教

育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

第
五
条
中
「
禁
こ
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
則
（
公
）

警
視
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
７
年
３
月
21日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　

廣　
瀨　

道　
明

◉東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号

至
 長

浜

至
 前

浜

至 鉄砲場都道神戸山多幸線

字 鍛 治 山

神津島村

7.65

4
9
.
3
4

52
.
0
7

11
.9
1

一

二
九
一
の
一

二
二
二

一
〇
〇

九
九

二
一
四

二
一
三
の
一

二
一
二
の
一

二
九
三
の
一

字 滝 川

2

二
九
二
の
一

字 高 嶺

都
道
神
戸
山
多
幸
線

2.23

4.47

2.86

6.04

0.509.
07

0.257.84

1.68

5.321.29

3.
982.86

1.68

4.
88

3
.
6
3
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「第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
府
県
公
安
委
員
会

」に
、

「免
許
証

」を

「免
許
証
等

」に
、

「警
視
総
監
が
指
定
す
る
試
験

場
長

」を

「試
験
場
長
（
運
転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
受
理

す
る
申
請
を
含
む
。

）
」に

改
め
、
同
条
第
９
項
中

「及
び
運
転
経

歴
証
明
書
の
交
付
は
、
当
該
免
許
証
又
は
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付

を
申
請

」を

「の
交
付
、
特
定
免
許
情
報
の
記
録
、
法
第
95条
の
２

第
４
項
に
規
定
す
る
免
許
証
の
返
納
若
し
く
は
免
許
情
報
記
録
の
書

換
え
若
し
く
は
抹
消
又
は
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
等
、
施
行
規
則

第
30条
の
12第
２
項
若
し
く
は
第
３
項
に
規
定
す
る
運
転
経
歴
証
明

書
の
返
納
若
し
く
は
運
転
経
歴
情
報
の
抹
消
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
申
請

又
は
届
出
を

」に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中

「免
許
証
の
更
新
申
請

書

」を

「免
許
証
等
の
更
新
申
請
書

」に
改
め
、

「交
付

」の
次
に

「、
免
許
情
報
記
録
の
書
換
え
又
は
法
第
95条

の
２
第
４
項
に
規
定

す
る
免
許
証
の
返
納

」を
加
え
、
同
条
第
10項

中

「、
運
転
経
歴
証

明
書
の
交
付

」を

「、
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
等

」に
、

「運
転

経
歴
証
明
書
交
付
申
請
書

」を

「運
転
経
歴
証
明
書
交
付
等
申
請

書

」に
、

「、
運
転
経
歴
証
明
書
の
記
載
事
項

」を

「、
運
転
経
歴

証
明
書
等
の
記
載
事
項

」に
改
め
、

「別
記
様
式
第
14の
２
の
２
の

運
転
経
歴
証
明
書
記
載
事
項
変
更
届
に
よ
り

」の
次
に

「、
施
行
規

則
第
30条
の
12第
２
項
又
は
第
３
項
に
規
定
す
る
運
転
経
歴
証
明
書

の
返
納
の
届
出
は
別
記
様
式
14の
２
の
３
の
運
転
経
歴
証
明
書
返
納

届
に
よ
り
、
運
転
経
歴
情
報
の
抹
消
の
届
出
は
別
記
様
式
14の
２
の

４
の
運
転
経
歴
情
報
抹
消
届
に
よ
り

」を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を

削
り
、
同
条
第
11項

中

「第
29条
第
１
項
、
第
29条
の
２
第
１
項
及

び
第
30条

の
９
第
１
項

」を

「第
21条

第
２
項
、
第
21条
の
２
第
１

項
、
第
21条

の
９
第
１
項
、
第
29条

第
１
項

（法
第
101条

の
２
の

２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
除
く
。

）、
第
29条
の
２
第
１
項

及
び
第
30条
の
７
第
１
項

」に
改
め
る
。

項
の
変
更

」の
次
に

「
（免

許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
み
を

有
す
る
者
に
係
る
も
の
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
」を
、

「交
付

」の
次
に

「
（運

転
経
歴
情
報
の
記
録
を
含
む
。
以
下

「運

転
経
歴
証
明
書
の
交
付
等

」と
い
う
。

）
」を

加
え
、

「の
届
出

は

」を

「
（運

転
経
歴
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
み
を
有
す
る

者
に
係
る
当
該
者
の
住
所
等
の
変
更
を
含
む
。
以
下

「運
転
経
歴
証

明
書
等
の
記
載
事
項
の
変
更

」と
い
う
。

）の
届
出
、
施
行
規
則
第

30条
の
12第
２
項
若
し
く
は
第
３
項
に
規
定
す
る
運
転
経
歴
証
明
書

の
返
納
の
届
出
又
は
運
転
経
歴
情
報
の
抹
消
の
届
出
は

」に
改
め
、

同
条
第
２
項
第
６
号
中

「更
新
又
は

」を

「記
載
事
項
の
変
更
又
は

免
許
証
の

」に
改
め
、
同
項
第
７
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑺　
特
定
免
許
情
報
の
記
録

第
19条
第
２
項
第
９
号
中

「運
転
経
歴
証
明
書

」を

「運
転
経
歴

証
明
書
等

」に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
12号
と
し
、
同
項
第
８
号
中

「交
付
又
は

」を

「交
付
等
又
は
運
転
経
歴
証
明
書
の

」に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
10号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑾　
施
行
規
則
第
30条
の
12第
２
項
又
は
第
３
項
に
規
定
す
る
運

転
経
歴
証
明
書
の
返
納

第
19条
第
２
項
第
７
号
の
次
に
次
の
２
号
を
加
え
る
。

⑻　
法
第
95条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
免
許
証
の
返
納
若
し
く

は
同
条
第
11項
に
規
定
す
る
免
許
証
の
交
付
又
は
免
許
情
報
記

録
の
抹
消

⑼　
免
許
証
又
は
免
許
情
報
記
録

（以
下

「免
許
証
等

」と
い

う
。

）の
有
効
期
間
の
更
新

（以
下

「更
新

」と
い
う
。

）

第
19条
第
２
項
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⒀　
運
転
経
歴
情
報
の
抹
消

第
19条
第
３
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
中

「免
許
証

」を

「免

許
証
等

」に
改
め
、
同
条
第
６
項
中

「道
府
県
公
安
委
員
会

」を

警
視
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
組
織
規
則

（昭
和
47年
４
月
１
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規

則
第
２
号

）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
51条

第
３
項
第
10号

を
同
項
第
11号

と
し
、
同
項
第
９
号
中

「運
転
経
歴
証
明
書

」の
次
に

「及
び
運
転
経
歴
情
報
の
記
録

」を

加
え
、
同
号
を
同
項
第
10号

と
し
、
同
項
中
第
８
号
を
第
９
号
と
し、

第
３
号
か
ら
第
７
号
ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
２
号
の
次
に

次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑶　
特
定
免
許
情
報
の
記
録
等
に
関
す
る
こ
と
。

附　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
３
月
24日

か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
７
年
３
月
21日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　

廣　
瀨　

道　
明

◉東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
道
路
交
通
規
則

（昭
和
46年
11月
30日

東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
９
号

）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
の
２
第
４
項
第
４
号
中

「運
転
免
許
証

」の
次
に

「
（以

下

「免
許
証

」と
い
う
。

）又
は
免
許
情
報
記
録
が
記
載
さ
れ
た
書

面

」を
加
え
る
。

第
12条

第
２
項
第
２
号
中

「運
転
免
許
証

（以
下

「免
許
証

」と

い
う
。

）の
内
容

」を

「免
許
証
又
は
免
許
情
報
記
録
が
記
載
さ
れ

た
書
面

」に
改
め
る
。

第
19条

第
１
項
中

「の
運
転
経
歴
証
明
書

」の
次
に

「若
し
く
は

運
転
経
歴
情
報

」を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中

「免
許
証
の
記
載
事



25 令和7年3月21日（金曜日） （第18268号）東　京　都　公　報

第
24条

第
７
項
第
１
号
中

「免
許
証

」を

「免
許
証
等

」に
改
め、

「別
記
様
式
第
16の
６

」の
次
に

「
（免

許
証
又
は
免
許
情
報
記
録

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
亡
失
し
、
又
は
滅
失
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
別

記
様
式
第
16の
６
の
２

）
」を

加
え
、

「質
問
票

」を

「施
行
規
則

別
記
様
式
第
12の
２
の
質
問
票

」に
改
め
、
同
項
第
２
号
中

「別
記

様
式
第
16の
６
の
２

」を
「別

記
様
式
第
16の
６
の
２
の
２

（免
許

証
又
は
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
亡
失
し
、
又
は
滅
失
し

た
も
の
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
16の
６
の
２
の
３

）
」に

改
め
る。

別
記
様
式
第
13の
４
中

「免
許
証
更
新
手
数
料
納
付
書

」を

「免

許
証
等
更
新
手
数
料
納
付
書

」に
、

「運
転
免
許
証

」を

「運
転
免

許
証
等

」に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
13の
５
中

「免
許
証
更
新
手
数
料
納
入
済
通
知
書

」
を

「免
許
証
等
更
新
手
数
料
納
入
済
通
知
書

」に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
14か

ら
別
記
様
式
第
14の
２
の
３
ま
で
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第

（
第

条
関
係
）

注
意
事
項

個
人
番
号
カ
ー
ド
が
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
効
力
欄
の
「
有
効
」
を
、
効
力
を
失
っ
て
い
る

と
き
は
同
欄
の
「
失
効
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格

４
と
す
る
。
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備考 亡失等した運転経歴証明書

変
 更

 項
 目

確
 認

 欄

記載事項変更欄

運
転

経
歴

情
報

記
録

番
号

１
　

亡
失

・
滅

失
・

盗
難

 ２
　

汚
損

・
破

損
 ３

　
旧

経
歴

所
持

 ４
　

記
載

事
項

変
更

 ５
　

そ
の

他
（

　
　

     　
      ）

運
転

経
歴

証
明

書
番

号

普通

氏
　

名

大特二

フ
リ

ガ
ナ

生
 年

 月
 日

再
交

付
運

転
経

歴
証

明
書

交
付

年
月

日
（

未
転

入
・

後
日

交
付

等
）

  変
更

後
の

本
籍

 ・
国

籍
等

変
更

後
の

住
所

変
更

後
の

氏
名

・
申

請
用

写
真

の
添

付
は

必
要

あ
り

ま
せ

ん
。

持
参

写
真

に
よ

る
手

続
の

場
合

は
、

時
間

が
か

か
り

ま
す

。

フ
リ

ガ
ナ

普自二

年
　

　
　

月
　

　
　

日
運

転
経

歴
証

明
書

 ・
 マ

イ
ナ

経
歴

証
明

書
希

 望
 す

 る
保

 有
 形

 態
電

 話
 番

 号

受
け

て
い

た
免

許
種

別

該
当

す
る

免
許

の
数

字
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

小特
原付

け引
大二

中二
普二

準中型

大型
中型

け引二

大自二

 １
 本

籍
・

国
籍

等
　

  ２
 住

所
　

  ３
 氏

名
　

  ４
 生

年
月

日
 　

５
 そ

の
他

　

大特

東
京

都
公

安
委

員
会

　
殿

写
真

は
貼

ら
な

い

で
く

だ
さ

い
。

備
考

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
。

別
記

様
式

第
の

２
（

第
条

関
係

）

再
交

付
等

申
請

す
る

理
由 運

転
経

歴
証

明
書

再
交

付
申

請
書

申
請

日
年

月
日

東
京

都
〒

　
年

 　
　

月
　

 　
日

住
　

所

〒東
京

都

フ
リ

ガ
ナ

生
年

月
日

氏
　

名
　

年
 　

　
月

　
 　

日

○
　

下
の

欄
は

、
変

更
す

る
項

目
の

み
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

東
京

都
公

安
委

員
会

殿

新新 ○
　

変
更

前
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

経
歴

証
明

書
等

の
番

号
と

電
話

番
号

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。 届
出

日
年

　
　

　
月

　
　

　
日

受
理

所
属

名
取

扱
者

生
年

月
日

管
理

番
号

確
認

書
類

別
記

様
式

第
14の

２
の

２
（

第
19条

関
係

）

運
転

経
歴

証
明

書
記

載
事

項
変

更
届

フ
リ

ガ
ナ

氏
　

名

電
話

番
号

番
　

号

 運
転

経
歴

情
報

 記
録

番
号

備
考

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
。




